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令和元年度横浜市地域まちづくり推進委員会表彰部会 

及び横浜市都市美対策審議会表彰広報部会合同部会会議録 

議  題 審議事項 

議事１ 座長の決定について 

議事２ 第10回横浜・人・まち・デザイン賞について 

議事３ その他 

日  時 令和２年１月30日（木）午前９時57分から午前11時42分まで 

開催場所 松村ビル別館 502号室 

出席委員 
室田昌子、五十嵐洋志、奥村 玄、齋藤 保、田邊寛子、関 和明、大西晴之、真田純子、鈴木智恵

子、中島美紅 

出席した 

書記 

嶋田 稔（都市整備局地域まちづくり部長） 

鴇田 傑（都市整備局地域まちづくり部景観調整課長） 

梶山祐実（都市整備局企画部都市デザイン室長） 

甲斐泰夫（都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課担当課長） 

関係者 

【議事２】 

事務局：石川美沙希（都市整備局地域まちづくり部景観調整課担当係長） 

    武智勇人（都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課担当係長） 

開催形態 公開（傍聴者：０名） 

決定事項 【議事１】座長は、都市美対策審議会表彰広報部会の関部会長に決定。 

【議事２】賞の選考及び広報の方法、景観教育のあり方については今後の課題とし、ポスターデザイ

ンについては、本日出た意見をふまえて修正を行う。 

議  事 議事１ 座長の決定について 

（鴇田課長） 

 それでは、座長の選出にまいりたいと思います。合同部会におきましては、交互に持ち回りとして

おります。今回の座長は、都市美対策審議会表彰広報部会の関部会長にお願いしたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

（鴇田課長） 

 ありがとうございます。異議がないようなので、関部会長に座長をお願いしたいと思います。これ

から先の議事進行については、よろしくお願いいたします。 

（関部会長） 

 皆さん、おはようございます。それでは早速、きょうの合同部会のこれからの議事進行をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議事２ 第10回横浜・人・まち・デザイン賞について 

 

 資料１から３－２まで、事務局から説明を行った。 

 

（関部会長） 

 ありがとうございます。今、資料１から３－１、３－２で、横浜・人・まち・デザイン賞の概要に

ついて、また、昭和60年から賞自体の仕組みの変遷もあったようですが、顕彰事業の推移についての

ご説明がありました。それから、今回のスケジュールと選考方法についてもご説明いただきました。

ありがとうございます。それでは、委員の皆さんからご質問、あるいはご意見等ございましたら、ご

自由に発言していただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。どうぞ。 

（田邊委員） 

 今回の発言というのは、部会でお話しされたことの確認とかでもよろしいのですか。先ほどの資料

３－２でございまして、私ども地域まちづくり推進委員会表彰部会で、書類のフォーマットに活動内

容を生き生きと書き込んでいくことがとても難しいというお話があったかと思います。選考基準で、

公共性や創意工夫等という言葉で、見る視点としてはこれで確認していくのだけれども、書き手がも

う少し理解しやすくとか、こういうことを書いていいのだということがわかるように、括弧書きの例

えのところをやわらかく、何か工夫していただけないかといった意見が部会で出たかと思います。そ
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れについては今、どんなふうにお考えでいらっしゃいますか。 

（武智係長） 

 本日の資料３－２の、選考方法の大きな黒丸の２ポツ目に、調査票の様式を変更しますということ

で、本日添付はしておりませんが、前回の地域まちづくり部門の部会で、取組の始まりとか、こうい

う視点でというもので、括弧書きやストーリーで書きやすいように意見しています。二次審査に向け

たヒアリング調査に行く際も同じように、聞きやすかったり答えやすかったりというストーリーで様

式を変えた方がいいというご意見をいただきましたので、様式に修正を加え、委員に個別にデータで

お送りさせていただいたところです。 

（関部会長） 

 わかりました。それぞれの部会の議事録がついていますから書面ではわかるのですけれども、まち

づくりの部会からまちなみのほうに、あるいはまちなみからまちづくりのほうにというご質問とかお

尋ねとか、それから、たしか前回はオーバーラップする部分もあるので、まちづくりの活動をやって

いく中でまちなみが出ていくというプロセスを踏んでいるような案件もあったということで、ご自由

に発言いただければと思います。 

（奥村委員） 

 地域まちづくり部門は、選考方法ですとか支援者の対象ですとか、結構何回か悶々としていたとこ

ろがありまして、そこがすっきりしてきたかなという段階に今、来ています。とにかく、ペーパーだ

けで活動を把握するというのは非常に難しいということが一つ。 

 それから、さっき事務局からも紹介がありましたが、支援賞というのは、普通に支援している支援

と、いっぱい支援している支援と、どこで線を引くのかなどという話が具体的にあったものですか

ら、そこも今回はすっきりしてきたかと思っています。 

 一方で、まちなみ景観部門の中で、各自で５件から10件程度選ばれると全体で何十件ぐらいになる

のかというあたりを、既に伺っているのかわかりませんが、実際に一日で回り切るのはすごく大変で

はないのか。 

 もう一つは、前回の合同部会のときに、まちなみ景観部門の写真というのは人がそこに載っていま

せんよねという話題になって、やはり景色の中に人も入っていることが大事なのではないのかという

お話や、部会長も今回の募集要項でお書きになっていらっしゃいますが、景観がつくられるプロセス

みたいなものもバックグラウンドとしてとても重要なことなのではないかと。そこら辺も今度、審査

対象というか、俎上に乗るような仕組みになっているのではないかと期待しています。もしご案内い

ただけるところがありましたらお願いできればと思います。 

（関部会長） 

 私から、昨年の現地調査、選考プロセスについて説明します。第９回受賞活動・受賞景観集のパン

フレットの中に書かせていただきましたが、重複を除くと89件の応募があり、その調査票から最終的

に現地調査をしたのは９件でした。それは、いろいろ巡回していくルートとか、それぞれの委員が挙

げたもの全てというわけにはいかないので、実際に現地調査した対象は９件で、一日使って行きまし

た。現地調査したものしか最後に残らないかというと、必ずしもそうではなくて、それ以外のものも

含んで、委員が現地調査後に最終選考に残すものが16件になって、その中の約半分、７件が受賞にな

りました。数字としてはそういうプロセスです。もう一つのことは、事務局からよろしいですか。 

（鴇田課長） 

 お手元に前回のデザイン賞のパンフレットをご用意しておりますが、８ページ、９ページをごらん

いただきたいと思います。今、ご紹介がありましたように、９件現地調査いたしましたうち、８ペー

ジ、９ページに載っている４件は現地調査したものでございます。残る10ページ、11ページの３件

は、現地調査せずに受賞したものでございます。 

 写真等に人が載っていないというお話でございますが、かなり広いスペースを受賞対象としている

ものもございますけれども、紹介に当たってはできるだけ活動しているところが写っているような写

真を、写っている人の了解を求めて掲載させていただいております。実際に活動がないと、確かに景

観としていま一つなところもございますので、極力、活動ないし人が集っているようなところの写真

を載せようということでやっております。 

（関部会長） 

 ありがとうございます。このパンフレットには、前回、今のようなご意見をいただいたのを意識し

て、人が写っている写真にしています。選考過程で参照する個票の中の写真にも人物があったりなか

ったりするのですが、数が膨大なので、たまたまそこに人がいるかいないかということもあります。



3 

この点については、まちなみ景観部門の委員からも同じような指摘があったような記憶があります。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

（鈴木委員） 

 地域まちづくり部門で賞に選ばれた方は、例えば緑化で、緑のまちづくりのような景観に結びつく

ような活動をされているところというのは、形で残るのですごくわかりやすいと思うのですが、そう

でなくて、本当にアクティビティーだけ、活動だけのところもあると思うのです。そのときの応募に

もよるのでしょうけれども、アクティビティーだけというのは非常に選びにくいと思うのです。例え

ば半々ぐらいにするとか、そんな感じで選ばれているのですか。そうではなくて、全体としてこちら

がいいだろうという感じで、６件とか７件とかを選んでいらっしゃるのですか。今までどうなさって

いたか、お伺いしたいです。 

（武智係長） 

 特に分けは行っていません。拠点とかを持っている団体さんもあるのですが、あくまで地域まちづ

くり部門なので、活動を主眼にしております。前回だと６件が表彰されているのですが、応募推薦さ

れた活動の選考の視点といいますか、資料３－２でいう公共性ですとか創意工夫等の視点から評価し

ていくということです。 

（室田部会長） 

 私の個人的な感じなのですが、今のご質問で、奥村委員や田邊委員もおっしゃいましたけれども、

いろいろな活動がたくさんございまして、それをどういうふうに公平に評価していくかというのはす

ごく苦労しているところです。さっき奥村委員がおっしゃっていましたが、もやもや感というのをみ

んなが共有している部分がございまして、それをどういうふうにできるだけ公平に見ていくかという

ところですごく苦労しております。絶対正解かどうかというのはわからないのですが、こちらに書い

てあったような視点がありますので、全然異なるタイプの、残っていくものもあれば、非常に見える

ものもあれば、一見してなかなか簡単に見えない活動もございますし、そういった中でどういうふう

に公平にやるかということを、苦労しながらやっているのが実態かと思っております。 

（関部会長） 

 どうぞ、五十嵐委員。 

（五十嵐委員） 

 意見というか提案というか、資料４の上の（３）にも絡むと思うのですが、これまでの受賞作品が

これだけあり、年数もたっている中で、地域まちづくり部門とまちなみ景観部門のそれぞれどちらに

も言えることだと思うのですけれども、例えば１回目に受賞した作品が今どうなっているか、どうい

うふうにメンテナンスされているか、10回目を迎えるということであれば、その辺を何か考えられて

はいかがかと。それを多くの人に知っていただくことによって、大変さとかもわかると思います。例

えばまちなみ景観部門でいきますと、ベイサイドマリーナはたしか今度、大規模改修が入るのですよ

ね。それでよくなっていけばいいと思うのですが、当初の思想みたいなものが損なわれてしまっては

いかがなものかというのもあると思いますので、それを多くの人に知っていただくことによって、う

ちもエントリーしてみようかという応募動機にもつながる気もします。ここでいう「まちづくりびと

全員集合!!」ですとかフォーラムですとか、そういった場で何件かの現状について報告なり、主体の

方にご説明いただくとか、そういった場を設けられてはいかがかなと思いました。 

（関部会長） 

 今のご提案ですが、似たような話がまちなみ景観部門の部会でも出ていました。ご提案に関して、

事務局から何かありましたらお願いします。 

（石川係長） 

 資料４のご説明をまだ差し上げていなかったので、後ほどまとめてご説明させていただく形をとら

せてもらってもいいでしょうか。 

（関部会長） 

 わかりました。では、後ほどそれについて議論したいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。大西委員、どうぞ。 

（大西委員） 

 まちなみ景観部門の選考や何かについて、ここのところ非常に大型の開発であるとか建物であると

か、そういうものも活発に行われておりますし、スケールが小さくても非常に評価に値するものもい

ろいろ出てくると思うのです。確かに、スケールが大きいほうが派手で驚きのようなものもあるので

すが、小粒でも非常に中身の濃いものもあるし、選考の過程において、そういうものがぶつかってき



4 

たときにどういう仕分けをするのかというのが、次回あたりから出てくるのではないかという気がし

ます。その辺についての考え方がもしおありでしたら、教えていただければと思います。 

（石川係長） 

 ご指摘のとおり、規模の大きいもの、小さいもの、案件によってさまざまだと思っておりまして、

選考の中で大きいものと小さいものとがバランスよく入ってくるかというのは、応募された案件の状

況にもよってくるので、なかなか難しいとは思います。ただ、必ずしも規模が大きいものが景観とし

てすぐれていると言えるものではないと思いますので、小さいものできちんと評価できるものについ

ては評価していくと思います。 

（関部会長） 

 応募された案件の中のバリエーションというのを、その都度委員の皆さんがそれぞれの価値観から

選ばれて、全体で議論してという形になります。逆に言うと、大規模なものばかりに偏ってしまうと

賞の趣旨が誤解されかねないし、かといって、インパクトの弱いものだけではアピールしづらいの

で、その辺の対応の評価軸みたいなものをどういうふうにうまく調整していくかというのが、毎回大

きな懸案になっているのは事実だと思っています。 

 それと、もう一つつけ加えれば、特にまちなみ景観部門では地域的な偏りというか、応募は市内の

各区から上がってくるのですが、その中で表彰までいかない地域もあったりするので、そういうのを

どうしたらいいのかという議論もありました。あえて都心部と郊外部で分けて、最初からそういうカ

テゴリーをつくるというようなことはやらないほうがいいというのが結論です。あくまでも地域の個

性に即した案件に、具体的に沿って評価すべきだと考えているのが、部会としての全体の意見だと思

います。その辺りのことは、後ろについている議事録の中にいろいろ書いてありますものを、後ほど

お読みいただければと思います。 

  

（鈴木委員） 

 まちなみ景観部門に関して私が思うことですが、最初は横浜まちなみ景観賞というものでスタート

して、それから途中で、平成11年に横浜・人・まち・デザイン賞と名称が変わって、これで賞の持つ

イメージといいますか、横浜の「人が見える」というところが加わったというのがすごく大きいので

はないかと思うのです。そうすると、大規模開発などをして、すごく大きなビルディングとかにもデ

ザイン的にいいものがたくさんあると思いますが、そこに「人のかかわり合いとか姿」が見えない

と、賞の応募も、自薦はあるかもしれませんけれども、他薦で余り上がってこないというか、そんな

ことがあって変わってきているのではないかと私は思っています。横浜のまちなみ景観賞は、やはり

「人」という字を入れたことが横浜らしさをあらわしていて、私としてはすごくいいのではないかと

思っています。「人」というのが入ってこないと、今までの小さな受賞作品を見ますと、例えば元町

のペットバーというペットの水飲み場や、貝殻浜などは絶対に入ってくるものではないのです。いわ

ゆる建築のデザイン賞とか、まちなみの賞というのは全国にいっぱいありますが、横浜らしいという

点で私はいいのではないかと思っております。 

（関部会長） 

 ありがとうございます。ほかに何かございますか。どうぞ。 

（中島委員） 

 地域まちづくり部門の受賞作品なのですが、どうしても人が見えるものが中心になっているのでは

ないかと感じていて、緑だったり防災だったり、大切なことだとは思うのですが、町内会や学校の活

動の延長になっているものもあるのではないかと思いました。東山田のイノベーションとか、人は見

えないものの、地域に良い影響を及ぼしているものはいっぱいあると思うのですが、地域まちづくり

の表彰対象を選ぶ基準としてどのようなものがあるのでしょうか。 

（武智係長） 

 町内会や学校活動の延長が評価されないかというと、そういうことではないと思います。基準はＡ

３判の資料３－２の左下にあるとおり、公共性、積極性と地域住民等の幅広い参加や他団体との連

携、ここら辺が、人が出てくるところになってくるかと思います。あとは創意工夫などの視点もあり

ますので、例示していただきました東山田も街としてイノベーションの取組というか、人、活動とい

うのが前面というよりは、取組というような視点も確かに出てくるかと思います。そこは、地域まち

づくり部門ですので、この５つの視点に合致して、広がりですとか創意工夫などがあれば高い評価に

なっていくかと思いますので、排除しているものではないということです。 

（中島委員） 
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 実際にそうやって評価されたものはまだ少ないのですか。 

（武智係長） 

 過去の受賞作品で、第１回の環境エネルギー館の整備・運営です。こちらの鶴見区の事例などは、

これは人なのか、字面だけではわからないのですが、先ほど鈴木委員もおっしゃられたとおり、少し

ずつ人に近づいてくるというのはあるのかもしれませんが、なくはないとは思います。第３回の２ポ

ツ目の東神奈川駅東口の再開発事業の実現ですとか、事業や取組、活動、ムーブメントというか、そ

ういうものもいろいろ入って、ちりばめられているとは思います。ただし、個々の事例を詳しく全て

分析できているわけではございません。 

（室田部会長） 

 一つよろしいですか。補足です。先ほど町内会の活動延長とおっしゃっていましたが、それは大い

にあると思います。普通の町内会活動は皆さんどこでもやっていらっしゃるので、もちろんそれも重

要なことなのですが、それを特に表彰するということはここではないかと思うのです。町内会活動と

いいましても今いろいろな活動がありますので、その中で秀でて一生懸命やっていらっしゃるところ

は大いに対象になってくると思います。あと、先ほど人の話が出ていましたが、地域まちづくり部門

で人が関係ないということはあり得ません。ですので、やはり活動が主体になってきますし、ただ

し、それは単なる個人的な活動ではなくて、地域まちづくりと言っておりますので、やはり地域との

関係、あるいはそれがその地域をどうやって少しでもよりよくするか、そういったことで貢献できる

かということが非常に重要な観点になってきて、それがこちらに５つ書いてあるような評価の視点に

なってくると思っています。 

（関部会長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。どうぞ。 

（田邊委員） 

 質問というか、少し地域まちづくり部門とまちなみ景観部門にオーバーラップするお話かと思うの

ですが、参考資料４のまちなみ景観部門の皆様のお話し合いの中で、６ページ目の上のほうの中段で

関部会長が、景観の定義というのは空間と感性と営みを含むというようなことをおっしゃられていま

すけれども、私自身は地域まちづくり部門の選考についても、景観という意味で選んでいるつもりで

す。一方で、次の７ページ目の中段ですが、関部会長のところで、都筑区の南山田小学校の皆さんが

虹色のカラフルなフェンスをつくっていると。その話の中で、これはハッピーな事例だけれども、景

観としてはどうなのだろうかという議論がされていて、そのときに、まちなみ景観部門では景観教育

の取組についてお話がされていたようです。私たちも、地域まちづくり部門でもしその案が出てきた

ときは、とてもハッピーな事例で続けていってほしいと思うので、選考対象になると思うのです。だ

からといって、美的なことを考えずという言い方は何ですが、そういうことも一緒に考えていかない

と、何でもかんでも自分たちの活動ベースでしていくと街並みの統一感がなくなってしまうので、こ

の景観教育のところを今後どう考えていくのかなというのがございます。 

 2019年のデザイン賞の事例の中の６ページ目の左上に、美晴台の道に愛称をつける会というものの

活動があり、私はコーディネーターとして支援させていただいたのですが、街にいっぱいサインをつ

くったのです。最初のステップとしては、電柱に道の名称をつけていくというようなことだったので

すが、最初の皆様の案は公募をするとか、それぞれの子どもたちに書いてもらうということだったの

です。それだと余りにも統一感がなくなってしまうので、共同で大きな絵をみんなで描いて、それを

アーティストにも手伝ってもらって、少しレギュレーションをつけたのです。その後、ここに紹介さ

れている子どもたちが製作した個別のサインというのは、公共空間なのですが、各おうちの人たちが

善意でつけるサインということで、それは自由にしましょうというようなレギュレーションを少しつ

けたのです。ただ、活動としては皆様のアイデアや活動を支援する形に持っていかなければいけない

ので、私自身もすごく悩みました。ですので、繰り返しになりますが、景観教育のところを今後どう

考えていくかとか、今どういう状況にあるかとか、そういうことを教えていただきたいです。 

（関部会長） 

 わかりました。この議事録に載っている部分というのは、今回の表彰の話とは別個の議題で出てき

た今までやっている活動の報告の中で、ワークショップの報告がありました。こちらの部会でも、こ

ういうものが本当に景観をよくするということになるのかとか、いろいろな意見がありました。スロ

ープに描かれたものは学校の校内の中庭に面したところで、いわゆる公共空間ではなく、学内で自由

にできるということだったのですが、それが本当に地域にまで、そのままストレートに広がっていい

のかということは確かに議論になりました。経緯を含めて、改めて事務局から説明いただければと思
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います。 

（石川係長） 

 前回の表彰広報部会でご報告させていただいた内容になります。デザイン賞の話と当然絡んでくる

部分はあるのですが、表彰広報部会という形で、広報としてどういう活動をしていますというご報告

を差し上げた中で、景観教育ということで挙げさせていただいておりました。主に小学校から出前授

業みたいなものをやってほしいというお話を結構いただいております。小学校の先生が総合学習の時

間にまち歩きをされるケースがあるのですが、実際にまち歩きをする際にどうしても街の課題ばかり

が目に入ってしまうということです。子どもたちからも課題ばかりが上がってきてしまうということ

もあり、その課題に対して小学校だけで解決していくのがなかなか難しいというところもあって、ま

ち歩きってどういうふうにやったらいいのだろうというところから我々がかかわっていきました。景

観を切り口に街を歩いて、街のいいところに目を向け見つけようということです。小学生でも取り組

みやすいような形でツールみたいなものもつくりながら、まち歩きに実際に出かけてもらいました。

自分の街の中にこんないいところが、魅力があるのだということを見つけてもらうような形で取り組

んでもらって、それのお手伝いをしていたということになります。先ほどの小学校の虹色のスロープ

の話ですが、総合学習なので、学校の先生としては成果物をつくらないといけないということがあり

ました。その成果物として、先ほどの小学校で取り組まれていたのは、中庭のスロープのところを虹

色に塗るということで、学校の内部の話ではあったのですが、以前の部会の中で、公共的な視点とい

うか広い目で見たときに、景観としてより多くの人に受け入れられるようなものになっているかです

とか、先ほどあったがちゃがちゃしていないかというような視点は、確かに少し欠けてしまっていた

ような部分もあったので、その辺のフォローを今後できていったらいいなと考えております。 

（田邊委員） 

 少し提案というか、そういう出前だけではなくて、考え方、考えるためのかわいいブックではない

ですが、例えば、多彩な色を使ったとしても、しっかりマスキングされていて、それをとると実は絵

になっているとか、ステンシルを使うとか、型がしっかりしていると、その場はすごく楽しくやって

も美しく整います。そういう事例をお見せしたり、色でしたら、かたい構造物に関しては鮮やかな色

とかは避けたほうがいいけれども、動くもの、可動物や、小さい面積でしたらビビッドな色もアクセ

ントになるんだよとか、光ってこうなんだよとか、植物も常緑のものは管理しやすいけどちょっと寂

しいかもねとか、そういう考える視点みたいなものの何かわかりやすいものがあったときに、自分た

ちで考えることができます。これをするとこうなるんだみたいな、そういうアイデアみたいなもの

も、小学校や中学校の先生たちに配布できたりすると、もしかしたら少しでもよくなるかなと思った

りするので、ご検討ください。 

（真田委員） 

 先ほどの説明にもありましたが、市がやったのはまち歩きのところまでで、その後、気づいたらそ

うなっていたみたいな説明が前回あったと思います。そういうことも踏まえて、確かに成果物が欲し

いという先生に対して、先ほど提案があったような、成果物をつくるときにどう考えたらいいのかみ

たいな教育もおそらくしていったほうがいいかと思いました。それは、表彰とはまた別の話ですが、

非常に重要なことであるし、これから法律とかもいろいろ変わってきて、まちづくりに市民がかかわ

る機会がすごく増えてきているので、どういう教育をするかというのは重要かと思います。また、別

の委員会をつくるとかして考えていけたらおもしろいかなと思っています。 

（関部会長） 

 ありがとうございます。これはすごく時間がかかると思うのですが、景観が美しいかどうかを判断

する感性、美意識とかデザインの問題とか、そういうところにつながっていくべきだと思います。今

までの調べ学習で、ネガティブなところを探して、ごみがありますとか自転車が放置されていると

か、そういうリサーチをポストイットに貼ってというだけではなくて、もっとよくするにはどうした

らいいかというところに踏み込んだと思うので、それはそれでいいのですが、下手をすると街の中に

屋外広告物が氾濫している状態のようになりかねません。欧米、たとえばイギリスなどでは小さいと

きからデザイン教育をやっているので、そういうツールをつくっていったりして広げていければもっ

とよくなるのではないかと、そういう可能性の話をご指摘いただいたと思います。大事なことだと思

います。 

 さて、時間のこともありますので、ひとまずよろしいでしょうか。また振り返って、選考方法のと

ころでも議題にできると思います。続けて、既に後半の事項も少しずつ触れられているので、資料４

以降のご説明を事務局からお願いしたいと思います。 



7 

 

 資料４から７まで、事務局から説明を行った。 

 

（関部会長） 

 ありがとうございます。それでは、ただいまの後半の説明で話題となりました、各部会で提出され

た意見、その意見への対応について議題にしたいと思います。それから、今回の募集リーフレット案

と募集ポスター案、地の色が変わるということです。それから最後に、広報の方法として、紙のメデ

ィアの配布先、あるいは募集広報の方法についての案です。それについて審議させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

（五十嵐委員） 

 資料７の募集・広報の方法について提案というか、募集リーフレット・ポスターの配布先で、いわ

ゆる中間支援組織に入ると思うのですが、例えば地域子育て支援拠点などもいいかもしれないなと。

そちらを卒業された方などで支援にかかわっていらっしゃる方も結構いらっしゃいますし、まちづく

りに参画されている方もいらっしゃいます。たしか、あれは各区にあったと思うので、地域子育て支

援拠点などを検討されてはいかがでしょうか。 

（武智係長） 

 資料に明示していなかったのですが、地域子育て支援拠点に配布して、協力依頼をしており、今回

も依頼する予定です。 

（中島委員） 

 ポスターのデザインについてですが、第10回ということで、白はとても寂しくないかなと思うので

す。10回で記念賞も設けると言っていたと思うのですが、10回という文字も今、私の距離からだと余

り見えないというのも少し残念だと思いますし、白い壁とかに貼ったときにこのポスターが見えなく

なってしまうのではないかとか、たいしたことのない賞なのではないかと思われるおそれもあると思

います。あと、小学校とかで配ったときに、学校のプリントと白いプリントだったら絶対に紛れてし

まって、せっかくの10回で大切な機会なのにもったいないと思うのですが、どうお考えでしょうか。 

（石川係長） 

 実はそこはいろいろご意見が分かれるところかと思っていまして、伺いたいと思っていたところで

ございます。今までの水色が、多分横浜のイメージということで青系の色というのもあったかと思い

ながら、10回だから少し変えたいというところもあって、区切りということで変更を試みたのです

が、では何色がいいのかという話になってしまいまして、ちょっと困っていたというのが正直なとこ

ろです。賞の趣旨からすると、当然親しみやすさというものも感じさせなければいけないので、余り

怖い色を使えないというのもあり、何かアドバイスがあればいただけるとありがたいです。 

（田邊委員） 

 基本的には賞が出たなと、水色で刷り込まれている人が多いような気がしていて、私はこのままで

いいのではないかというのが一つです。もう一方で、白ということでしたら、ポスターもそうです

が、人・まちと書いてある下の絵のところが寂しいと思うので、建物は何色といろいろ議論になって

しまうので難しいですけれども、例えば、点景の人とか木々のところだけでも着彩するとか、そうい

う工夫でもしかしたらいいかと思うのです。私は、10回だからといって無理に変える必要はないので

はないかという意見です。 

（五十嵐委員） 

 色味はそのままにして、逆に10回を目立たせたらいいかもしれないですね。 

（石川係長） 

 上の10回と書いてあるところですね。 

（五十嵐委員） 

 そうです。確かに遠くから見ると、10回目というのがわかりづらいかもしれないですね。もう10回

もやっているということを目立たせた上で、今おっしゃったみたいに、ベースのデザインは変えない

とか。確かに過去の例とかを見ても、下の絵というか、デザインはもっと目立たせたほうがいいかも

しれないですね。 

（関部会長） 

 いかがでしょうか。 

（齋藤委員） 

 個人的には白もシンプルですてきだと思うのですが、今、田邊委員の意見を聞いて、この人・ま
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ち・デザインというのはブランドカラーというか、この数年、自身の中にもこの色が刷り込まれてい

るので、またこの色が来たぞという人たちのことも考えると、今までの色でもいいかと思うのです。

ちょっと１点、質問なのですが、このサイズのポスターを貼れるところは、例えば自治会の掲示板な

どは無理だと思うのですが、どういったところを主に強く打ち出したいというか、想定されていらっ

しゃるのでしょうか。掲示板の背景色が、例えばグリーンなのかとか、そういうことにもよってくる

と思ったものですから。 

（石川係長） 

 配布先の中でどこを強くというのは、特段ここが一番みたいなものがあるわけではありません。 

（武智係長） 

 前回ですと、区役所の総合相談窓口のところでしたり、図書館、区民活動支援センター、公会堂、

それから大学などにポスターを配っているということです。広く貼れるようなスペースに、少し目立

たせるような形でということで、ポスターを配布させていただきます。 

（鈴木委員） 

 この白もシンプルでいいと思うのですが、絵の部分をよく見るといろいろ楽しそうな活動とか、人

もいるし景色もあるしというイラストなのですが、余りにも目立たないのです。もし、例えば特別に

10回目だからというのでポスターをつくるのであれば、さっき田邊委員がおっしゃったように、色の

調整とかは難しいと思いますけれども、着色してイラストが目立つような感じにして、白地なので、

きれいな色でポップな感じでやってもかえっていいかと思います。そうでなければ、今までのもの

で。素材は同じですよね。それを大きくしたり小さくしたりということでやっているだけで、そうで

なければシンプルに、皆様がおっしゃっているように第10回というのを目立たせるような形にすれば

いいと思います。写真はごちゃごちゃしてしまうので、私はイラストだけのほうがいいと思います。

広報か何かを見れば、すぐにそちらの写真とか何かが見られるような感じで誘導していけばいいと思

いました。 

（関部会長） 

 いかがでしょうか。今、よく見ると図の部分は少しベージュっぽくて、真っ白ではないですね。で

も、その差はなかなか見にくいのと、今みたいに背景が白い壁だとポスターの輪郭は全然わからなく

て、逆に字だけが浮いている感じに、遠くから見ると見えるかもしれないですね。 

（真田委員） 

 私は今年初めてで、水色だからそのイメージというのがない状態なので余り参考にならないかもし

れませんが、どちらでもいいというか、どちらも悪くないと思います。確かに写真はないほうがいい

かというのと、あとは配布する先が、さっき説明していただいた地域だと、市内地域まちづくり活動

団体であるとか、結構いろいろなところに貼ってもらうので、貼っても迷惑にならないというか、余

り派手だと自分の建物に貼りたくない人も出てくるかもしれないので、貼ってもらいやすいようなシ

ンプルなデザインがいいかと思いました。 

（関部会長） 

 デザイン賞ですから、このポスターがデザインとして、ふーんでは困るというのはおっしゃるとお

りですね。この２つの中で一番違うのは、写真の過去の事例です。これは私もなくてもいいし、こち

らのリーフレットの中に入っていますよね。それぞれ６つないし７つ受賞した中で、１つずつしか選

ばれていないというのもどうかなと思います。ただ、写真の背景のピンクとブルーの地のところはい

いかと思います。あと、第10回というのを強調したければ、ロゴの部分を、横幅と同じぐらいのスペ

ースをとってもいいかもしれないです。この線画のイラストは、景観ビジョンの中に出てくるイラス

トですか。 

（石川係長） 

 別のものになります。 

（関部会長） 

 そうですか。山あり海ありみたいな、横浜のいろいろな地形を抽象化したものだと思いますが、そ

こはちょっと中途半端かなと。色をつけているのだけれども余りわからないので、その辺はもっと浮

いてくるようにしてもいいかもしれないです。かといって、余り色の要素をふやしても、かえってけ

ばけばしくなってしまうので、よくないと思います。文字やロゴだけではなくて、２つの部門がある

というのがうまく伝わる、赤系とブルー系の色分けですよね。 

 ほかに何かご意見はあるでしょうか。あまりやっていると切りがないかも知れませんが。 

（真田委員） 
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 別の話で、三つ折りにするリーフレットなのですが、裏面で応募要件と書いてあるのが、これは応

募要件ではないのではないかと思うのです。応募は応募する人なので、応募する人の要件が応募要件

であって、表彰対象とかそういう言葉であるべきではないかと思いました。 

 あと、過去に表彰されたものは対象外と書いてあるのですが、これをここに書いてしまうと、応募

する人が調べないといけないのかなみたいな感じに思ってしまって、二の足を踏む可能性がありま

す。そのあたりのことは下のほうに小さく、過去に受賞しているかどうかというのは事務局で調べま

すみたいなことは書いておいていいかと思いました。 

（関部会長） 

 そうですね。この応募要件という文言は、今までは使っていたのですね。 

（石川係長） 

 はい。今回、修正させていただきます。 

（関部会長） 

 それから、10年以内というのは、例えば、まちなみ景観のほうで応募してきたけれども、調べた結

果、選考対象というか、調査票の対象にはしなかったというのもあるわけですよね。 

（石川係長） 

 あります。 

（関部会長） 

 個票の中にもそれが書いてありませんか。これは10年より前だみたいなコメントがあったりするの

を見たような記憶があるので、それはこちらが調べればいいので、応募要綱のどこかに注記されてい

ればいいと思います。 

（石川係長） 

 はい。 

（関部会長） 

 ほかにございますか。今まで受賞しているけれども、それがリニューアルされてまた応募される例

はありますか。それも細かいことだから、応募されてきた段階で調べればいいですかね。 

（鴇田課長） 

 実際に、同じ建物で２度受賞しているものがございます。冊子裏面の第４回まちなみ景観部門のＺ

ＡＩＭは、ＴＨＥ ＢＡＹＳという建物になっており、第９回で受賞しております。同じ建物につい

て、中身の活動が違うということと、改修工事を実施し、新しくなりました。 

（中島委員） 

 前回の審議会で、10回ということで記念賞であったり、今までで一番すぐれていた賞を選ぶみたい

におっしゃっていたと思うのですが、その辺はどうなったのでしょうか。 

（石川係長） 

 今のご意見に対してなのですが、第10回で確かに区切りの回にはなるのですけれども、記念賞とい

う形ではやらない方向で考えておりました。記念賞というのが普通の賞に対してどのぐらいの位置づ

けになるのかという整理ですとか、その後、11回はどうするのかという話になると、なかなか整理が

難しいというところが正直ございまして、賞として何か別枠で、10回記念という形ではとらない方向

で考えています。 

（関部会長） 

 今の形になって10回目ということは話題になっていたのですが、先ほど五十嵐委員からもありまし

たけれども、今までの振り返りはどこかの機会でしてはどうかということとか、10回目のリーフレッ

トの中に、少しこの賞の歴史みたいなものが理解できるものをつくるというような感じで考えている

ことがありました。 

（甲斐課長） 

 私どもの地域まちづくり課でお願いしております地域まちづくり推進委員会においては、４年に１

回ほど、地域まちづくり推進状況の報告書・評価書・見解書を取りまとめさせていただいておりま

す。現在、校正中ではありますが、その中の８章に、顕彰事業の状況ということで、この取組につい

て４年間の活動の状況をご報告させていただいています。地域まちづくり推進委員会から、顕彰に対

する評価をいただき、また、その評価に対して、横浜市として今後どう取り組んでいくかということ

を市の見解として公表し、やりとりをさせていただいております。今年度は４年目ということで、取

り組んでおります。本日の合同部会でいただいたご意見を、今回の見解の中で取り上げるのは難し

く、先になってしまうのですが、その中で今回の記念になる10回も含めたような形で、地域まちづく
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り部門、まちなみ景観部門がどういう状況になっているかですとか、そういったこともヒアリングが

いいのか、現地調査がいいのか、その辺はまた地域まちづくり推進委員会でご議論いただき、何らか

の形で検証ができれば、報告書で反映させていただくことも検討したいと考えております。 

（関部会長） 

 そういうことを地域まちづくり推進委員会でやっているのであるとすれば、都市美対策審議会も３

月末に親会があるので、そういうこともそこで話題にして、その先、将来まとめたようなものをつく

るというのはあり得るかもしれません。 

（甲斐課長） 

 室田委員、奥村委員も推進委員会に入っていますので、今日のご意見について、推進委員会の中で

どうするか議論をさせていただいて、検討したいと考えております。 

（関部会長） 

 都市美対策審議会もこの表彰部会だけでなく親会というのがあります。表彰広報部会のメンバー全

員が親会のメンバーでもあるので、そういう方向性が出ればと思います。 

 いかがでしょうか。ほかにございますか。 

（田邊委員） 

 このリーフレットで、まちなみ景観部門の選考の視点の右端に、丸枠で「横浜市景観ビジョン」に

ついて、景観づくりの参考となる考え方やアイデアを紹介しています、と書いてあるのですが、地域

まちづくり部門の方にもぜひ見てほしいのです。場所がないので、ただ意見だけですが、この視点、

ビジョンの考え方は、まちなみ景観部門だけではなく、どちらの部門にも必要なものだと思います。 

（関部会長） 

 丸の中ですね。 

（田邊委員） 

 はい。どちらにも、地域まちづくり部門の方にもこのビジョンは大事です。 

（関部会長） 

 では、この真ん中の線のところに。 

（田邊委員） 

 そうすると、デザインがよくなくなってしまうのであれなのですが。 

（関部会長） 

 確かにそうです。この景観ビジョンというのは、主に都市美対策審議会政策検討部会で検討しまし

た。先ほど田邊委員からもご紹介がありましたが、そもそも景観というのは何かという、一番もとに

なる考え方、コンセプトとして、空間と、それを感じる感性と、もう一つ営みという、そこでどうい

うことが行われているかという、当然なのですけれども、非常に包括的に広く捉えています。逆に言

うと、ただ見える形、建物とか緑があるとか、そういうものだけではなくて、もうちょっと拡張して

考えているというところはとても大事だと思うので、うまく伝わるような工夫が必要かと私も思いま

す。 

 （齋藤委員） 

 先ほどこのブルーが私の中に刷り込まれているという話をしたのですが、過去のウェブサイトを拝

見しましたら、ほとんどが白でした。ですから、過去を見るとさまざまなデザインが白ベースであっ

たということをご報告、訂正させていただきたいと思います。 

 あと、先ほどの資料４の一番下の（４）で、広報についてこちらの部会でも話が出たのですが、や

はり積極的なＰＲが必要ではないかということです。これは募集段階もそうですし、その後もそうだ

と思うのですが、ホームページをリニューアルされるに当たっては、デザイン賞のブランドみたいな

もので、色だとかそういったことも含めて、今後長く使えるようなＣＩを一つ構築されるといいので

はないかと感じました。 

 もう一点が、前回部会でも少し私が述べさせていただいたかもしれないのですが、人・まち・デザ

イン賞のホームページももちろん大事なのですけれども、特に横浜市の場合はヨコハマ市民まち普請

事業などもございますし、市民局、経済局、健康福祉局と、さまざまな視点でのまちづくりの多彩な

事例があると思うのです。ですから、そういったものをひとまとめにして、横浜ではさまざまなエリ

ア、ジャンル、分野でこういうまちづくりをやっているというような、言ってみるとポータルサイト

のような、全体が見られるようなものも、将来的に少し検討していただけるといいのではないかと思

いました。 

（鈴木委員） 
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 この賞の広報というかＰＲなのですが、例えば区役所のホームページを見ていると、それぞれで区

の宝物みたいな、そういうページがあるのです。そこに歴史的建造物とかそういうものが載っている

のです。そういうものに、全部載せられるかはわかりませんが、きれいな景観で区の自慢ですみたい

な感じで区役所で紹介すると、郊外部でもこんな賞があるのかと広まっていくのではないかと思いま

す。 

（関部会長） 

 10回ということは20年ということですからね。新しいことをやるより、今までやってきたことをき

ちんと振り返られるようにアーカイブ化するとか、検索できるとか、そういう工夫は継続的にやられ

ていくともっと認知されて、本当の意味での広報活動になると思います。日常的にやらなければいけ

ないことかもしれませんが、考えていければと思います。 

  

（室田部会長） 

 今、広報のお話が出ていました。この賞をＰＲしていろいろな方に応募していただくという広報

と、受賞団体をどう扱うかという話があって、こちらの地域まちづくり部会のほうでは、受賞されな

かった団体をどういうふうに扱うかという話がかなり議論になっています。景観のほうではどんな形

になっているのかを、教えていただきたいと思いました。 

 それから、都市美対策審議会では、ツイッターやフェイスブックなどを使ってとか、これを見てい

るとそれぞれ手法が違っているようにも思うのです。もちろん手法が違っている部分もあっていいと

思うのですが、やはり共通でやって、両方関心がある方も多分いらっしゃるし、最初のお話で、両方

つながっている活動というのも当然ありますので、その辺を２つの部会でうまく、調整という言葉が

いいかどうかわかりませんが、両方をしっかりと見ていただきたい。そして、それぞれの特性もあり

ますので、それがまたしっかりと伝わるような、受賞した後も含めて、むしろそちらが念頭にあるの

ですが、せっかくリニューアルされるということですので、ぜひご検討いただきたいと思っていま

す。 

（石川係長） 

 ありがとうございます。広報の仕方については、基本的に両部門で一緒にやっていくというところ

で考えてはおりますので、調整しながら進めていきたいと思っております。 

 １点目の受賞しなかった案件についてのフォローなのですが、まちなみ景観部門のほうでいうと、

実際のところ他薦のほうが圧倒的に多いのです。自薦の割合としては１割ぐらいとなっていまして、

今まででいうと他薦が多いという状況もありますので、受賞しなかった案件に対して何か特別に手当

てをしているかと言われると、そういうことはしていなかったです。なかなかそれが難しい状況にあ

りました。 

（鴇田課長） 

 補足しますと、地域まちづくり部門は自薦が多いということと、他薦の場合にも、調査をかけてい

ますので、相手方も、審査の段階から推薦されていることを知ることになります。ところが、まちな

み景観部門は、相手方がほとんど知らない間に審査が進んでおりまして、受賞した際にはじめて相手

方に伝わることが多いです。 

（鈴木委員） 

横浜サイン賞では、一次審査で残ったものを、受賞には至らなかったけれどもこういういいものが

ありましたみたいな形で、ホームページなどに載せていますよね。まちなみ景観部門でもたくさんの

応募があって、もしかしたらこちらも表彰していいようなものだったかもしれないというものもある

と思うのですが、それはなかなか載せられない。一次審査、二次審査とかがあれば一次審査通過とか

いう形でできるけれども、難しいのではないかと思います。 

（甲斐課長） 

 地域まちづくり部門は、自薦と他薦があります。全ての活動自体を紹介すると、選定されなかった

活動のようになってしまうのではと、部会で議論いただきました。事務局案としては、選定されない

場合も紹介していいでしょうか？と応募の段階から確認した上で掲載すると方法をご提案しました。

その中で、活動に差異が出てしまうのは非常に難しいということなので、何かいいアイデアはないか

といったことは引き続きご議論いただくことになっております。 

（関部会長） 

 例えばある回で応募されて受賞しなかったけれども、またそれが少したってから同じ団体で再度ア

プライされてというケースはございますか。 
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（甲斐課長） 

 地域まちづくり部門に関して、自薦でも他薦でも複数回応募いただいている案件はございます。そ

れで、何回かやっていく中で選ばれるということもございます。やはり活動に関することでございま

すので、初めのころは新しい取組で、アイデアでというふうに出してきても、防災などの取組は小さ

なことではあるのですが、こつこつと10年以上継続して続けられていくと。もしかしたら景観という

のは人の活動、営み自体が街のよさを示すということもあると思います。そういったことも評価し

て、当初は選に漏れてしまったけれども、その後何回か応募する中で活動の幅が広がり、継続性が確

認できるという中で受賞している案件というのもございます。 

（関部会長） 

 確かにまちづくりの活動は、そのメンバーも少しずつ変わるだろうし、当然継続は大事ですし、ま

た、どんどん新しいアイデアで発展していくという、それは何とでもということですね。景観のほう

でも、同じものが出てくることはありました。こちらは個票として残っているだけなのですが。 

 それでは、非常に多くのご意見、多岐にわたるご意見をいただきましたので、まとめは大変かと思

いますが、事務局から議事２のまとめをお願いしたいと思います。 

（鴇田課長） 

 本日の議事については、おおむね了解されたということで捉えております。ポスターの色について

は白でよろしいでしょうか。右側の写真のないほうを採用させていただき、下の図についてはもうち

ょっと手を入れさせていただきたいと思います。以上でまとめとさせていただきたいと思います。 

（中島委員） 

 第10回というのは。 

（鴇田課長） 

 第10回は大きくします。 

（関部会長） 

 ポスターについてはそういう形でよりいいものになって、たくさんの応募を喚起できるようになる

といいと思います。それでは、議事２については、今のまとめで終了させていただきたいと思いま

す。 

 

（３）その他 

（関部会長） 

 その他という項目がありますが、何か事務局からございますでしょうか。 

（鴇田課長） 

 特にございません。 

（関部会長） 

 それでは、その他はないということなので、予定された議事は全て終了したことになります。で

は、その他も含めて全体の内容について、事務局からのご確認をお願いいたします。 

（鴇田課長） 

 さまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございました。今後の日程につきましては、来年

度に入って５月、６月の２カ月間の募集ということで、示された配布先等に配布していきたいと思い

ます。これから先、それぞれの部会で作業が進みますが、また双方気にしながらやっていただけたら

と思います。 

 本日の議事録については、両部会長に確認いただいて、その上で公開させていただきたいと思いま

す。以上でございます。 

 

４ 閉 会 

（関部会長） 

 以上で議事を終了いたします。どうもありがとうございました。 
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